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災害時要援護者支援対策

名古屋市
平成20年11月21日

災害時要援護者対策の主な取組み

１ 災害時要援護者名簿システム

２ 災害時要援護者支援マニュアル

３ 福祉避難所の指定

４ 社会福祉施設・事業者向け防災研修

５ 助け合いの仕組みづくりの推進



2

１ 災害時要援護者名簿システム

（１） 趣旨

区役所及び保健所において管理している障害者や高
齢者等の各業務の対象者データを一元的に登録し、そ
の所在を電子地図上で把握することにより、安否確認
など災害時支援に利用する。

（２） 名簿の共有方式

区役所（民生子ども課及び福祉課）、保健所の他、災
害時には区役所総務課（区災害対策本部）においても
名簿の閲覧を可能とする関係機関共有方式。ただし、
行政機関以外への外部提供は行わない。

１ 災害時要援護者名簿システム

（３） 登録する対象者（災害時に安否確認等を行う要援護者）

① ひとり暮らし高齢者（６５歳以上のひとり暮らし高齢者）

② 介護保険認定者 （要支援、要介護者）

③ 身体障害者 (身体障害者手帳所持者)

④ 知的障害者 (愛護手帳所持者)

⑤ 精神障害者 (精神保健福祉手帳１級所持者、居
宅介護又は移動支援サービス受給者)

⑥ 難病患者
ア 神経系統の障害または肢体不自由により歩行障害がある疾患の受給者

イ 心疾患、呼吸器疾患により移動困難である疾患の受給者

ウ 重症認定患者

エ 難病患者等居宅生活支援事業のホームヘルプサービス受給者
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帳票A

帳票B
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２ 災害時要援護者支援マニュアル

「災害時要援護者名簿システム」の利用を前提とした災
害時要援護者の安否確認や支援に関する職員向けマ
ニュアルの作成。本市の災害時要援護者対策に関する
全体計画と位置付ける。

① 事前対策 → 地域における要援護者の所在把握

災害時の安否確認実施体制の整備

福祉避難所の指定

② 名簿システムを活用した安否確認の流れ

③ 避難所における要援護者の把握、配慮事項 など

安否確認の実施体制
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３ 福祉避難所の指定

・ 19年9月「福祉避難所の指定及び設置運営につ
いて」を定め、関係施設等へ要請

・ 当面の目標は「各小学校区に1か所」

・ 20年10月現在、16か所を指定

・ 福祉関係者等の福祉避難所についての理解を
促進することが急務

４ 社会福祉施設・事業者向け防災研修

講義及びグループ
ワークにより、施設
職員の防災意識の
向上、災害時要援
護者への支援に資
するための研修会を
ＮＰＯ法人に委託し
て実施。（平成16年
度～毎年度実施）

（写真省略）
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５ 助け合いの仕組みづくりの推進

・ 14年3月 東海豪雨水害対策推進委員会の下で災害弱
者ワーキンググループにより検討。手上げ方式によるリ
ストを作成することとした。

・ 地震対策推進会議の下部組織として引き続きワ－キン
ググループを設置し、リスト作成を検討。

→16年1月 地域での名簿作成を支援する案へ方針を

変更し、幹事会へ報告。

・ 17年11月 中区正木学区において前年度から取り組み
始めた「災害時における助け合いのしくみ作り」活動で作
成した防災対策名簿を基に、震災対応訓練を実施。

５ 助け合いの仕組みづくりの推進

・ 18年6月 助け合いの仕組みづくり検討部会を設置。

・ 19年5月 災害対策推進会議でマニュアルと事例集の作
成が承認

・ 19年9月 「助け合いの仕組みづくり」の推進に係る定め
制定

・ 19年10月 「助け合いの仕組みづくり」広報用パンフレッ
ト配布

・ 20年2月 「助け合いの仕組みづくり」広報用ＤＶＤの作
成・配布

・ 20年8月末現在、34の学区・町内会等で取り組み中


